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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
自
衛
隊
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

陸
上
自
衛
隊
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
部
内
で
作
成
及
び
維
持
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
要

し
た
経
費
の
み
を
取
り
出
し
て
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
作
成
及
び
維
持
管
理
を
含
め
、
陸
上
自
衛
隊
の
広
報

に
関
す
る
事
務
は
、
陸
上
幕
僚
監
部
監
理
部
総
務
課
が
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
。

海
上
自
衛
隊
の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
海
上
自
衛
隊
の
部
内
で
作
成
し
て
お
り
、
こ
れ
に
要
し
た
経
費
の
み
を
取

り
出
し
て
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
は
株
式
会
社
日
本
ビ
ー
・
エ
ム

・
サ
プ
ラ
イ
ズ
に
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
プ
ロ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
に
委
託
し
て

行
っ
て
お
り
、
そ
の
経
費
は
、
庁
費
か
ら
、
平
成
十
五
年
度
に
十
四
万
四
千
四
百
八
十
円
、
平
成
十
六
年
度
に
七
十
八
万
九

千
八
百
十
円
、
平
成
十
七
年
度
に
六
十
四
万
八
千
二
百
七
十
円
及
び
平
成
十
八
年
度
に
八
十
七
万
二
千
五
百
二
十
三
円
を
支

出
し
て
い
る
。
そ
の
作
成
及
び
維
持
管
理
を
含
め
、
海
上
自
衛
隊
の
広
報
に
関
す
る
事
務
は
、
海
上
幕
僚
監
部
総
務
部
総
務

課
が
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
。

航
空
自
衛
隊
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
航
空
自
衛
隊
の
部
内
で
維
持
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
要
し
た
経
費

一



の
み
を
取
り
出
し
て
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
に
株
式
会
社
イ
ン
タ
ー
・

ア
ー
ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
ズ
に
委
託
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
の
経
費
は
、
通
信
維
持
費
か
ら
六
百
三
十
万
円
を
支
出
し
て
い

る
。
そ
の
作
成
及
び
維
持
管
理
を
含
め
、
航
空
自
衛
隊
の
広
報
に
関
す
る
事
務
は
、
航
空
幕
僚
監
部
総
務
部
総
務
課
が
つ
か

さ
ど
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

現
在
、
陸
上
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
（
一
）
「
陸
上
自
衛
隊
の
活
動
の
紹
介
」
、
（
二
）
「
平
成
十
八
年
度
陸
・
海
・
空

自
衛
隊
合
同
コ
ン
サ
ー
ト
」
、
（
三
）
「
平
成
十
八
年
度
富
士
総
合
火
力
演
習
」
、
（
四
）
「
平
成
十
八
年
度
自
衛
隊
音
楽

ま
つ
り
」
、
（
五
）
「
平
成
十
四
年
度
広
報
ビ
デ
オT

he
Shining

O
nes

輝
け
る
も
の
」
、
（
六
）
「
平
成
十
六
年
度
広
報

ビ
デ
オ
精
鋭E

LIT
E

SO
LD

IE
R
S

」
及
び
（
七
）「
平
成
十
八
年
度
広
報
ビ
デ
オ
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
」
の
広
報
活
動

用
映
画
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
陸
上
幕
僚
監
部
が
製
作
し
た
。
な
お
、
（
五
）
に
つ
い
て
は
株
式

会
社
日
本
テ
レ
ビ
ビ
デ
オ
に
、
（
六
）
及
び
（
七
）
に
つ
い
て
は
テ
レ
ビ
朝
日
映
像
株
式
会
社
に
製
作
業
務
を
委
託
し
た
。

現
在
、
海
上
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、（
一
）
「
親
愛
な
る
海
へ
」、
（
二
）
「H

E
A
D
LIN

E
O
F
JM

SD
F

」、
（
三
）
「
平

成
十
五
年
度
版
街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
Ｃ
Ｍ
」
、
（
四
）
「
平
成
十
六
年
度
版
街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
Ｃ
Ｍ
」
、
（
五
）
「
平
成
十
八
年
度

二



版
街
頭
ビ
ジ
ョ
ン
Ｃ
Ｍ
」
、
（
六
）
「
平
成
十
八
年
度
自
衛
隊
観
艦
式
」
、
（
七
）
「
砕
氷
艦
し
ら
せ
南
極
か
ら
帰
国
」
、

（
八
）
「
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
と
海
上
自
衛
隊
の
活
動
」
、
（
九
）
「
潜
水
艦
「
あ
き
し
お
」
海
上
自
衛
隊
呉
史
料
館
へ

陸
揚
げ
移
送
」
、
（
十
）
「
平
成
十
八
年
度
自
衛
隊
統
合
防
災
演
習
」
、
（
十
一
）
「
国
際
緊
急
援
助
隊
（
ス
マ
ト
ラ
沖
大

規
模
地
震
及
び
イ
ン
ド
洋
津
波
）
」
、
（
十
二
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
輸
送
艦
「
お
お
す
み
」
型
」
、
（
十
三
）

「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
護
衛
艦
「
こ
ん
ご
う
」
型
」
、
（
十
四
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
潜
水
艦
「
お
や
し
お
」

型
」
、
（
十
五
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
輸
送
用
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
艇
（
Ｌ
Ｃ
Ａ
Ｃ
）
」
、
（
十
六
）
「
装
備
品
映
像

ギ
ャ
ラ
リ
ー
救
難
機
Ｕ
Ｓ－

一
Ａ
」
、
（
十
七
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
哨
戒
機
Ｐ－

三
Ｃ
」
、
（
十
八
）
「
装
備
品

映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
救
難
機
Ｕ
Ｈ－

六
〇
Ｊ
」
、
（
十
九
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
哨
戒
機
Ｓ
Ｈ－

六
〇
Ｊ
」
、
（
二

十
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｙ
Ｓ－

一
一
」
及
び
（
二
十
一
）
「
装
備
品
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー
掃
海
・
輸
送
機
Ｍ
Ｈ－

五

三
Ｅ
」
の
広
報
活
動
用
映
画
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
海
上
幕
僚
監
部
が
製
作
し
た
。
な
お
、

（
一
）
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
フ
リ
ー
ポ
ー
ト
に
、
（
二
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
日
本
テ
レ
ビ
ビ
デ
オ
に
、

（
三
）
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
東
急
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
製
作
業
務
を
委
託
し
た
。

現
在
、
航
空
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
（
一
）
「
あ
な
た
の
空
に
い
る
」
及
び
（
二
）
「
あ
な
た
の
空
に
（
�
・
�
）
」
の

三



広
報
活
動
用
映
画
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
航
空
幕
僚
監
部
が
製
作
し
た
。
な
お
、
（
一
）
に
つ
い

て
は
有
限
会
社
サ
ー
ド
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
製
作
業
務
を
委
託
し
た
。

お
尋
ね
の
「
最
終
的
に
誰
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上

自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
広
報
活
動
用
映
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
及
び
航
空
幕
僚
長
の
職
責
に
お

い
て
製
作
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
た
防
衛
省

の
広
報
活
動
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
五
年
防
衛
庁
訓
令
第
三
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
及
び
航
空
幕
僚
長
が
行
っ
て
い
る
が
、
防
衛
省
全
般
に
関
す
る
こ
と
及
び
防
衛
省
の
所
掌

事
務
に
影
響
す
る
こ
と
が
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
長
の
職
責
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四


